
消防用設備等の点検・報告 
消防用設備等の点検報告制度 

消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。 

このため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法（消防法第17条の３の３）に基づき設

置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することが義務付けられています。 

 

※ 点検報告義務違反 

● 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者「30万円以下の罰金又は拘留」 

(消防法第44条第11号) 

● 法人に対しても刑を科す両罰規定が規定されています。 

(消防法第45条第3号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検実施者 

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が定められています。(消防法施行令第36条第2項) 

 

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物 

 

●延べ面積１，０００平方メートル以上の特定防火対象物 

 

●延べ面積１，０００平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定するもの 

 

●地階又は３階以上の階に特定用途（物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など）があり、かつ 

階段が屋内１系統のみの防火対象物 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO186&H_RYAKU=1&H_CTG=13&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO186&H_RYAKU=1&H_CTG=13&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO186&H_RYAKU=1&H_CTG=13&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S36SE037&H_RYAKU=1&H_CTG=13&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


 

上記以外の防火対象物(消防法第17条の3の3) 

 

●防火管理者などの関係者が行うこともできます 

 

 

※ 点検をする際は、告示で定める点検基準に基づいて点検を実施するためには、専用の工具や点 

検機器等の準備が必要となります。 

従って、確実な点検を行うためには、消防設備士又は消防設備点検資格者が実施することが望 

ましいものです。 

※ 消防用設備等の点検基準に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなけれ 

ば行えない整備等がありますので注意してください。 

 

 

点検の種別と期間 （消防法施行規則第31条の６）・（平成16年消防庁告示第9号） 

● 機器点検（６ヶ月に１回） 

◇消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準

に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。 

● 総合点検（１年に１回） 

◇消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認すること

をいいます。 

※ 特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。 

 

点検結果報告 （消防法施行規則第31条の６第３項１号・２号） 

● 特定防火対象物  １年に１回 

（例） 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など 

● 非特定防火対象物 ３年に１回  

（例） 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など 

 

点検報告・点検票の様式（法令様式集） 

 

注意事項 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO186&H_RYAKU=1&H_CTG=13&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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